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答申 

 

 平成３０年（２０１８）８月３１日付で諮問された「平成３０年（２０１８）

６月２１日付け公文書不存在通知書（大市第９０号）」による処分に対する審査

請求の件（総務第４０２号）について、次のとおり答申する。 

 

第１ 審査会の結論 

   本件審査請求は却下されるべきである。 

 

第２ 出雲市情報公開条例（平成１７年出雲市条例第４号。以下「本条例」とい

う。）第５条の要件充足性について 

 １ はじめに 

   本条例第５条は、公文書の公開をできるものとして５つの区分を掲げて

いる。 

   審査請求人は、２０１８年６月９日付で、実施機関に対し、本条例第９条

の規定により、 

「出雲市職員の▲▲▲氏及び当時所属していた課の２０１４年５月の全て

の電話通信についての記録」 

について開示を求める公文書公開請求（以下、「本件公開請求」という。）を

行った。 

   その際、審査請求人は、本条例第５条の定める請求者の区分について、同

条第１号の「市内に住所を有する者」に該当するものと公文書公開請求書に

記載していた。 

   ところが、令和２年（２０２０）１０月１９日付「審査請求人の住所につ

いて（報告）」により、実施機関から、審査請求人が本件公開請求の時点に

おいて、出雲市内に住所を有していなかったとの情報に接したとの報告が

あったことから、本件公開請求について、本条例第５条の要件充足性を検討

する必要が生じた。 

 ２ 本条例第５条第１号の要件充足性について 

   当審査会は同号の要件充足性について検討するため、令和３年１月６日
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付「住所の確認について」により、審査請求人に対し、住所に関する照会を

行ったが、これに対する回答が得られなかったため、本条例第２１条第４項

に基づき、出雲市に対し、審査請求人の住民票の提出を求めた。 

   提出された住民票を確認したところ、本件公開請求以前の日である平成

２９年６月６日に出雲市から転出していることが判明した。 

   そこで、当審査会は、令和３年３月２２日付「審査請求に係る弁明の機会

の付与について」により、審査請求人に対し、住民票の記載に基づけば本件

公開請求日時点において本条例第５条第１号の要件を充たさないと考えざ

るを得ないとして、弁明の機会を付与した。 

   これに対し、審査請求人は、２０２１年４月２３日付弁明書を当審査会に

提出し、「住所」とは住む所だけでは無く所有又は借りている建物や土地も

含まれる、２０１８年５月１４日以降「９０件ぐらい」の公開請求を「市内

に住所を有する者」として行っているが出雲市長は異議なく認めていたな

どと弁明した。 

   しかし、「住所」について、民法第２２条は生活の本拠をいうものとして

いるところ、本条例においては単に占有権原のある建物を市内に有するこ

とで足りると解すべき理由はなく、また、実施機関が本件公開請求時におい

て補正を求めなかった点について審査会が審理の対象とすることが許され

ないと考えるべき理由もない。 

   そのほかに、審査請求人が住民票に記載の平成２９年６月６日以降も市

内に生活の本拠をおいていたと考えるべき事実は見当たらないから、審査

請求人は、本件公開請求日時点において本条例第５条第１号の要件を充足

していなかったものと考えざるを得ない。 

 ３ 本条例第５条第２号の要件充足性について 

  ⑴ 次に、審査請求人は、２０２１年４月２３日付弁明書において、市内（出

雲市○○○○○○○○○）において●●●●●●を経営しているとして、

本条例第５条第２号の要件を充たす旨主張するので、同号の要件充足性

について検討した。 

  ⑵ この点について、実施機関に反論を求めたところ、令和３年７月３０日

付反論書において、①●●●●●●の運営主体は、鵜鷺地区の住民らを主
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たる構成員とする任意団体であるか、少なくとも●●●●●●の店舗建

物の平成２４年２月２３日付建物賃貸借契約書の契約主体である▲▲▲

▲▲氏であって、審査請求人ではない、②●●●●●●は平成２８年１０

月１日以降営業しておらず、●●●●●●の店舗として使用されていた

建物（以下、「本件建物」という。）には公開請求日時点において営業所と

しての実態が認められないため、審査請求人は同号の要件を充足しない

と主張した。 

  ⑶ さらに、審査請求人に対し、上記⑵の実施機関の反論に対する意見を求

めたところ、２０２１年９月１７日付意見書において、①●●●●●●は

審査請求人と▲▲氏と二人で運営していること、②鷺浦地区の区長などか

ら嫌がらせを受けたことから平成２８年１０月から●●●●●●を休業

しているが、営業を再開するために平成３１年４月に調停、訴訟といった

法的手続を始めており、これらは●●●●●●の運営の一部であること、

●●●●●●は出店の形式で営業を継続していることなどの主張があっ

た。 

  ⑷ 本条例が「事務所又は事業所を有する」と定めている以上、同号は、単

に公開請求者が出雲市内に占有権原のある建物を有するというだけでは

足らず、当該建物が公開請求日時点において事務所又は事業所として使用

されている実態を要求しているものと解すべきである。 

  ⑸ 本件建物において●●●●●●が平成２８年１０月以降営業を行って

いない点については争いがない。 

    そこで、審査請求人の主張についてみると、法的手続をとっているとの

点については、審査請求人提出の疎明資料上、審査請求人も▲▲氏も松江

市を住所地として訴訟を追行しており、また、出店の形式で営業を継続し

ているとの点については、審査請求人提出の疎明資料上、いつどこ（出雲

市内であるか否か）で出店を行ったのかが不明であるため、本件建物が公

開請求日時点において事業所として使用されていたと考えるべき要素と

はならない。 

    さらに、出雲市において▲▲氏が取得した飲食店営業の営業許可は平

成２９年５月３１日で有効期間が満了しており、審査会において調査した
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ところ、その後更新もされていないことから、遅くとも営業許可の有効期

間が満了した平成２９年６月１日以降については本件建物が●●●●●

●の事業所として使用されていた実態は認められない。 

    よって、●●●●●●の経営主体が審査請求人であるかを検討するま

でもなく、本件公開請求日時点において審査請求人は同号の要件を充足し

ていない。 

 ４ 本条例第５条第５号の要件充足性について 

  ⑴ 次に、審査請求人は、２０２１年４月２３日付弁明書において、本条例

第５条第５号の要件を充たす旨主張するので、同号の要件充足性を検討

した。 

  ⑵ 同号の定める「前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に

利害関係を有する者」とは、実施機関が行う事務事業により、自己の権利、

利益等に直接影響を受け、又は直接影響を受けることが確実に予測され

る個人又は法人その他の団体をいい、同号に基づいて公開の請求ができ

る公文書は、当該利害関係に関する公文書に限られる。 

  ⑶ 本件公開請求において、審査請求人が公開を求めた公文書は、 

「出雲市職員の▲▲▲氏及び当時所属していた課の２０１４年５月の全

ての電話通信についての記録」 

である。 

    そして、本件審査請求の趣旨は、 

   「出雲市職員の▲▲▲氏及び当時所属していた課の２０１４年５月の全

ての電話通信についての記録の公開」 

というものである。 

  ⑷ 審査請求人は、「２０１４年５月、当方と▲▲は△△△△△△△の活動

及びコミセンとの関係について会長である▲▲▲▲と事務局長である▲

▲▲と問題がありました。その頃、出雲市の▲▲▲課長補佐は▲▲に電話

し、▲▲▲と▲▲▲▲と仲良くさせるよう圧力を掛けました。これは当方

と▲▲の市民としての権利侵害や出雲市による強要や脅迫でした。その

状況において当方は当該電話について調査する権利があります。」と利害

関係に関する主張をしている。 
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    これに対し、実施機関は、審査請求人の主張する事実を確認できない、

仮に▲氏が▲▲氏に架電したことがあったとしても、個人的な行為であ

り、市としての行為ではないなどと主張している。 

    本条例第５条第５号が「前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事

務事業に利害関係を有する者」と定めているとおり、利害関係は実施機関

の事務事業との間に存在する必要があるため、▲氏が架電した事実のみ

ならず、当該架電が実施機関の事務事業としてなされたものであること

が明らかにならなければ、同号の要件を充足すると認めることができな

い。 

    そこで、当審査会は、審査請求人に対し、令和４年（２０２２）１２月

２７日付「公文書公開請求権（利害関係要件）に関する意見照会」におい

て、令和５年１月３１日を回答期限として、▲氏から架電があった事実、

及び、当該架電が実施機関の事務事業としてなされたものである事実を

裏付ける疎明資料の提出を求めたが、本日時点でも回答は得られていな

い。 

    そのため、当審査会において、現時点で提出されている資料を基に検討

したところ、請求人が主張する事実が存在すると認めることはできない。 

 ５ 結論 

   よって、審査請求人は、本件公文書との関係において、本条例第５条第５

号の要件を充足すると認めることはできない。 

   したがって、審査請求人は、本件公文書について公開請求権を有しないの

であるから、本件審査請求は不適法であり、却下されるべきである。 



別紙 

審査会の処理経過 

 

年  月  日 内       容 

平成３０年８月３１日 実施機関から出雲市情報公開審査会に諮問 

令和５年７月２４日 

（第１回審査会） 
審議 

令和５年８月３１日 

（第２回審査会） 
審議 

令和５年８月３１日 出雲市情報公開審査会から答申 

（出雲市情報公開審査会委員名） 

板垣正和、大國暢子、加藤智崇、多久和淑子、原量範、山本樹 

 


